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(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。 

２ 完成工事高には、消費税等は含まれていない。 

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していな

い。 

  

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はない。  

 また、主要な関係会社についても異動はない。  

  

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第68期 

第１四半期 
連結累計期間

第69期 
第１四半期 
連結累計期間

第68期

会計期間
自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

自  平成25年４月１日 
至  平成25年６月30日

自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日

完成工事高 (百万円) 11,239 11,269 52,737

経常利益 (百万円) 334 597 1,813

四半期(当期)純利益 (百万円) 141 569 948

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 4 764 1,355

純資産額 (百万円) 24,807 26,528 26,046

総資産額 (百万円) 41,620 42,991 42,813

１株当たり四半期(当期) 
純利益金額

(円) 6.40 25.72 42.85

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 55.6 57.9 56.9

２ 【事業の内容】
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当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書

に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はない。 

 なお、重要事象等は存在していない。 

  

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。 

  

  

(1)業績の状況 

当第１四半期連結累計期間の経営成績については、受注高は、情報通信工事業及びソリューション

事業の増加により128億６千１百万円（前年同期比101.1％）となり、完成工事高は、ソリューション

事業及びその他事業が増加したことにより112億６千９百万円（前年同期比100.3％）となった。 

  また、損益については、工事原価率の改善及び販売費及び一般管理費の減少等により、営業利益４

億９千９百万円（前年同期比216.8％）、経常利益５億９千７百万円（前年同期比178.5％）、四半期

純利益５億６千９百万円（前年同期比402.1％）となった。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりである。 

（情報通信工事業） 

移動体通信工事が減少したが、光アクセス工事が増加したことにより、受注高は88億５千１百万円

（前年同期比101.0％）となった。完成工事高はユーザー向け光開通工事が減少したことにより、83億

１千万円（前年同期比97.4％）となった。 

  

（ソリューション事業） 

官公庁向けのＩＴ系商品の販売やＩＣＴソリューションが順調に推移したことにより、受注高は12

億９百万円（前年同期比111.2％）となり、完成工事高は10億３千９百万円（前年同期比112.8％）と

なった。 

  

（その他） 

運輸業の売上が減少したが、太陽光発電工事及び社会インフラ基盤整備工事が増加したことにより

受注高28億円（前年同期比97.6％）、完成工事高は19億２千万円（前年同期比107.6％）となった。 

  

(2)財政状態の分析 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金が９億７千万円減少、受取手形・完成工事

未収入金等が36億８千２百万円減少した一方で、有価証券が30億円増加、未成工事支出金が17億８千

２百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ１億７千７百万円増加し、429億９千１百

万円となった。 

第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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 負債は、未成工事受入金が２億９千７百万円増加したが、未払法人税等が１億５千９百万円減少、

賞与引当金が３億３千８百万円減少、長期借入金が２億５千３百万円減少したことなどにより、前連

結会計年度末に比べ３億４百万円減少し、164億６千２百万円となった。 

 純資産は、配当金を２億２千１百万円支払ったが、四半期純利益５億６千９百万円の計上、その他

有価証券評価差額金が１億８千３百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ４億８千

２百万円増加し、265億２千８百万円となった。 

  

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第１四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はない。 

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、そ

の内容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりである。 

  

(株式会社の支配に関する基本方針) 

(1) 基本方針の内容の概要 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値・株主共同の利益を継

続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えている。 

近時、わが国の資本市場においては、対象となる会社の経営陣と十分な協議や同意のプロセスを経

ることなく、突如として大規模な株式等の買付を強行するといった動きが顕在化している。 

 もとより、当社はこのような大規模な株式等の買付であっても株主の皆様や取引先、顧客、地域社

会、使用人などのステークホルダーの利益に資するものであれば、一概にこれを否定するものではな

い。また、当社株式等に対する大規模な買付行為（以下、「大規模買付行為」という。）が行われた

場合、買付提案に応じるか否かは、 終的には当社株主の皆様自らの判断に委ねられるべきものであ

ると考える。しかし、こういった大規模買付行為の中には、会社や株主の皆様に提案内容を検討する

ための十分な情報や時間を与えないもの、株主の皆様に株式等の売却を事実上強要する恐れがあるも

の、買付提案の内容が株主共同の利益に対する明らかな侵害をもたらすようなもの、会社本来の企業

価値からみて買付条件が不十分・不適切なものなども出てくる恐れがあると考える。 

当社は、このような濫用的な大規模買付行為に対しては、必要かつ相当な対抗措置を講じることに

より、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると考えている。 

(2) 基本方針実現のための取組み 

① 基本方針の実現に資する特別な取組み 

(ア) 当社は昭和22年(1947年)の設立以来半世紀を超えて、日進月歩で技術革新が進む情報通信分野

において、安全・高品質を第一義とし、世界にも類を見ない信用・信頼性の高い日本の情報通

信基盤設備の構築に携わってきた。また、これまで培ってきた技術力をベースに、企業活動等

をサポートするネットワークソリューション事業をはじめ、社会インフラである基盤設備等の

土木工事、更には太陽光発電や水処理システム等の環境事業にも積極的に取り組んでいる。今

後、日本の社会はＩＣＴの更なる進展により、社会活動、企業活動、文化、生活様式等がこれ

まで以上に変化していくものと考えられるが、当社は近い将来に到来するスマート・ユビキタ

スネット社会の「総合エンジニアリング企業」として、お客様のご要望とご期待に十分かつ迅

速に応えられるよう西部電気工業グループ一丸となって取組み、社会の発展に貢献できる企業

となるよう努めていく。更に、企業の社会的責任（ＣＳＲ）を強く意識し、株主の皆様を始め
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としたステークホルダーの皆様の利益の確保・向上を、実現して行きたいと考えている。 

(イ) コーポレート・ガバナンスの強化に向けた取組みとして 

（ⅰ）平成14年６月に、意思決定の迅速化を図ることを目的として取締役定数を18名から

12名に減員し、併せて、取締役会の監督機能の強化及び意思決定と業務執行の役割分担

を明確にするため執行役員制度を導入している。 

（ⅱ）平成17年６月には、コーポレート・ガバナンス体制の更なる強化を目的として、独立性

のある社外監査役２名を選任し、業務執行に対する監督機能の強化を行っている。 

（ⅲ）また、平成22年３月には、各証券取引所の上場規則等を踏まえ、社外監査役の中から、

独立役員を選任している。 

（ⅳ）事業年度における経営責任を明確にするとともに、 適な経営体制を機動的に構築する

ため、平成24年６月から取締役の任期を１年に短縮している。 

② 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み 

  当社は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上を目的として、当社取締役会の事前の

同意を得ない特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株式等の買

付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となるような当社株式等の買

付行為への対応方針として、新株予約権を利用した事前警告型買収防衛策を平成19年６月22日開

催の第62期定時株主総会において株主の皆様からのご承認をいただき、「当社株式の大規模買付

行為に関する対応方針（買収防衛策）」を導入した。 

 なお、有効期間が平成22年開催の第65期定時株主総会終結のときまでとなっていたことから、

平成22年６月25日開催の第65期定時株主総会において株主の皆様からのご承認をいただき、「当

社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」を継続導入することを決議した。 

 継続導入にあたっては、有効期間を平成25年開催の当社定時株主総会（以下、「本定時株主総

会」という。）終結のときまでとし、更に、有効期間内であっても株主の皆様のご承認を条件

に、導入後における関連法令の改正等を踏まえ、対応方針の見直しができるとしていたため、導

入後においても、金融商品取引法及び関連する政令・内閣府令等の改正、近時の買収防衛策に関

する論議等の状況を踏まえ、継続の是非を含めそのあり方について引き続き検討してきた。その

結果、平成25年6月21日開催の第68期定時株主総会において、「当社株式等の大規模買付行為に関

する対応方針（買収防衛策）」（以下、「本対応方針」という。）として、引き続き継続導入す

ることを決定した。 

 本対応方針の概要は、次のとおりとしている。 

 (ア) 大規模買付ルールを設定 

  大規模買付ルールとは、「事前に大規模な株式等の買付者（以下、「大規模買付者」とい 

う。）から当社取締役会に対して必要かつ十分な情報が提供され、当社取締役会による当該大規

模買付行為に対する一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるべきである」と

いうものである。 

     具体的には、 

    （ⅰ）大規模買付者は大規模買付ルールに従う旨の遵守表明書を提出 

（ⅱ）併せて、当社が定めた大規模買付者から当初提出していただくべき情報（以下、

「大規模買付情報」という。）を提出 

    （ⅲ）大規模買付者から提出された大規模買付情報の当社取締役会での評価・検討 

（ⅳ）大規模買付ルールを遵守しなかった場合、また、遵守した場合でも、株主共同の利益を

損なうと判断した場合は、対抗措置を発動することができる。 
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    旨を定めたものである。 

 （イ）対抗措置の発動 

  当社取締役会の判断の合理性・公正性を担保するため、当社取締役会から独立した独立委員会

を設置し、発動にあたっては独立委員会へ諮問し、原則として、その勧告に従う旨を定めてい

る。また、独立委員会は、上記勧告にあたっては当社費用で独立した第三者の助言を受けること

ができる旨を定めている。 

 （ウ）有効期間 

  本対応方針は、本定時株主総会において、出席株主の過半数の承認を得られたため、平成28年

開催予定の当社定時株主総会終結のときまで継続するものとするが、その終結時点までに当社株

主総会において本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で廃

止される旨を定めている。 

 なお、本対応方針の詳細については、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス 

http://www.seibu-denki.co.jp/）に掲載している。 

(3) 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 

① 上記(2)①に記載した「基本方針の実現に資する特別な取組み」は、当社の企業価値・株主共同の

利益の確保・向上に向けた具体的な取組みであること、また、(2)②に記載した本対応方針も、当

社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上を目的としたものであり、いずれも当社の基本方針に

沿うものである。 

② 特に、本対応方針については、 

（ア）大規模買付ルールの適正な運用と当社取締役会の判断の合理性、公正性を担保するため、当

社取締役会から独立した独立委員会を設置するとしていること。 

（イ）当社取締役会が対抗措置を発動しようとする場合は、独立委員会に発動の是非を諮問し、原

則としてその勧告に従うとしていること。 

（ウ）独立委員会は、上記勧告を行うにあたっては、当社の費用で独立した第三者の助言をうける

ことができるとしていること。 

（エ）本対応方針の継続は、定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件としていること、ま

た、本対応方針の有効期間内であっても、当社株主総会で廃止する旨の決議が行われた場合

は、その時点で廃止されること。 

  等、その内容において、公正性・客観性を担保する工夫をしている点について、株主共同の利益

の確保に資するものであり、当社取締役の地位の維持を目的とするものではない。 

  

(4)研究開発活動  

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は８百万円である。 
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   該当事項はない。 

  

   該当事項はない。 

  

   該当事項はない。 

  

  

 
  

第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 56,000,000

計 56,000,000

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成25年６月30日)

提出日現在 
発行数(株) 

(平成25年８月９日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 23,138,400 23,138,400
東京証券取引所 
（市場第一部） 
福岡証券取引所

単元株式数 
1,000株

計 23,138,400 23,138,400 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

(4) 【ライツプランの内容】

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式 
総数残高 
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高 
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金 
残高 

(百万円)

平成25年４月１日～ 
平成25年６月30日

― 23,138,400 ― 1,600 ― 1,667
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当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はない。 

  

 
(注) １ 「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が270株含まれている。  

２ 「単元未満株式」欄に含まれている自己株式及び相互保有株式は次のとおりである。  

  自己株式            146株  

  相互保有株式  

   九州電機工業㈱        330株 

  

 
  

該当事項はない。 

  

(6) 【大株主の状況】

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成25年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）
普通株式         994,000

― ―

（相互保有株式）
普通株式          52,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式      21,943,000 21,943 ―

単元未満株式 普通株式         149,400 ― ―

発行済株式総数 23,138,400 ― ―

総株主の議決権 ― 21,943 ―

② 【自己株式等】

平成25年６月30日現在

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義 
所有株式数 

(株)

他人名義 
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式） 
西部電気工業株式会社

福岡市博多区博多駅東 
三丁目７番１号

994,000 ― 994,000 4.3

（相互保有株式） 
九州電機工業株式会社

熊本市北区大窪二丁目 
８番22号

34,000 ― 34,000 0.1

（相互保有株式） 
株式会社仁和

熊本市北区山室三丁目 
５番25号

18,000 ― 18,000 0.1

計 ― 1,046,000 ― 1,046,000 4.5

２ 【役員の状況】
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当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記

載している。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成25年４月１

日から平成25年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年６月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けてい

る。 

  

第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

２．監査証明について
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,560 3,589

受取手形・完成工事未収入金等 ※2  12,540 ※2  8,858

リース投資資産 2,839 2,647

有価証券 650 3,650

未成工事支出金 2,136 3,919

商品 476 401

材料貯蔵品 203 286

繰延税金資産 332 334

その他 320 472

貸倒引当金 △111 △38

流動資産合計 23,948 24,122

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,851 8,605

機械、運搬具及び工具器具備品 8,268 8,235

土地 7,804 7,665

建設仮勘定 26 37

減価償却累計額 △11,420 △11,205

有形固定資産合計 13,530 13,338

無形固定資産 323 346

投資その他の資産   

投資有価証券 4,260 4,537

繰延税金資産 427 323

その他 493 487

貸倒引当金 △168 △163

投資その他の資産合計 5,011 5,184

固定資産合計 18,864 18,869

資産合計 42,813 42,991
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 5,497 5,571

短期借入金 2,653 2,659

未払法人税等 505 346

未成工事受入金 125 423

賞与引当金 665 326

役員賞与引当金 15 4

工事損失引当金 20 27

その他 803 849

流動負債合計 10,286 10,208

固定負債   

長期借入金 2,129 1,876

繰延税金負債 510 510

退職給付引当金 2,813 2,847

役員退職慰労引当金 31 32

その他 996 987

固定負債合計 6,481 6,253

負債合計 16,767 16,462

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,600 1,600

資本剰余金 1,959 1,959

利益剰余金 20,423 20,771

自己株式 △493 △493

株主資本合計 23,489 23,837

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 875 1,058

その他の包括利益累計額合計 875 1,058

少数株主持分 1,681 1,632

純資産合計 26,046 26,528

負債純資産合計 42,813 42,991
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

完成工事高 11,239 11,269

完成工事原価 10,413 10,231

完成工事総利益 825 1,037

販売費及び一般管理費 595 538

営業利益 230 499

営業外収益   

受取配当金 58 62

受取地代家賃 20 21

その他 27 16

営業外収益合計 106 99

営業外費用   

支払利息 1 1

その他 0 0

営業外費用合計 2 2

経常利益 334 597

特別利益   

固定資産売却益 0 280

負ののれん発生益 － 49

特別利益合計 0 330

特別損失   

固定資産除却損 0 1

投資有価証券評価損 8 －

その他 0 0

特別損失合計 8 1

税金等調整前四半期純利益 325 926

法人税等 151 344

少数株主損益調整前四半期純利益 174 581

少数株主利益 32 11

四半期純利益 141 569
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 174 581

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △169 183

その他の包括利益合計 △169 183

四半期包括利益 4 764

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △27 753

少数株主に係る四半期包括利益 32 11

13



  

  

 
  

１  保証債務 

    下記の会社の金融機関からの借入れに対して、再保証を行っている。 

 
  

※２ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理している。

なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末

日満期手形が四半期連結会計期間末残高に含まれている。 

 
  

      当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、

第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は次のとおり

である。 

 
  

【注記事項】

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第１四半期連結累計期間 
(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日)

税金費用の計算  当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率

を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算す

る方法を採用している。

(四半期連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成25年３月31日）

当第1四半期連結会計期間
(平成25年６月30日）

  熊本城観光交流サービス㈱ 78百万円              77百万円

前連結会計年度
(平成25年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日）

 受取手形 ２百万円 25百万円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第１四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日）
   至 平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

  減価償却費           225百万円                        215百万円
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前第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日) 

１．配当金支払額 

  

 
  

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

該当事項はない。 

  

当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日) 

１．配当金支払額 

  

 
  

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

該当事項はない。 

(株主資本等関係)

決議 株式の種類
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月22日 
定時株主総会

普通株式 221 10 平成24年３月31日 平成24年６月25日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月21日 
定時株主総会

普通株式 221 10 平成25年３月31日 平成25年６月24日 利益剰余金
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Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日) 

 報告セグメントごとの完成工事高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
（注）１ その他には環境事業、土木事業、運輸事業及びリース事業等を含んでいる。 

 ２ 調整額は以下のとおりである。  

セグメント利益の調整額△649百万円は、主に各報告セグメントに配分していない提出会社の本社費用であ

る。 

 ３  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。 

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日) 

 報告セグメントごとの完成工事高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
（注）１ その他には環境事業、土木事業、運輸事業及びリース事業等を含んでいる。 

 ２ 調整額は以下のとおりである。  

セグメント利益の調整額△660百万円は、主に各報告セグメントに配分していない提出会社の本社費用であ

る。 

 ３  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。 

  

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 
（注１）

合計
調整額 
（注２）

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注３）

情報通信 
工事業

ソリューシ
ョン事業

計

完成工事高

  外部顧客への完成工事高 8,534 920 9,455 1,784 11,239 ― 11,239

  セグメント間の内部 
 完成工事高又は振替高

0 4 4 158 163 △163 ―

計 8,534 925 9,459 1,943 11,402 △163 11,239

セグメント利益 905 △54 850 29 880 △649 230

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 
（注１）

合計
調整額 
（注２）

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注３）

情報通信 
工事業

ソリューシ
ョン事業

計

完成工事高

  外部顧客への完成工事高 8,310 1,039 9,349 1,920 11,269 ― 11,269

  セグメント間の内部 
 完成工事高又は振替高

0 3 4 158 162 △162 ―

計 8,311 1,042 9,353 2,078 11,431 △162 11,269

セグメント利益 1,134 △10 1,124 35 1,160 △660 499
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１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  

 
（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。 

  

 該当事項はない。 

  

(１株当たり情報)

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 ６円40銭 25円72銭

    (算定上の基礎)

四半期純利益金額 （百万円） 141 569

普通株式に係る四半期純利益金額 （百万円） 141 569

    普通株式の期中平均株式数 （千株） 22,148 22,144

２ 【その他】
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該当事項なし。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
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平成25年８月８日

西部電気工業株式会社 

取締役会  御中 

  
 

  
 

  

 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている西
部電気工業株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期
間(平成25年４月１日から平成25年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成
25年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算
書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。 
  
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。 
  
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。 
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  
監査人の結論 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、西部電気工業株式会社及び連結子会社の平
成25年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示
していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 
  
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 
  

   

独立監査人の四半期レビュー報告書

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士    松  尾  政  治    印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士    荒  牧  秀  樹    印

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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当社代表取締役社長宮川一巳は、当社の第69期第１四半期(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月

30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしま

した。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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